
　医療従事者を含むヘルスケアワーカー

は労働安全衛生上の5つの有害要因（放
射線などの物理的エネルギー、化学物

質、病原菌やウイルス、長時間の機械操

作などの人間工学的負荷、社会・心理的

ストレス）に晒されており、長時間労働、

対人ストレスなど労働衛生環境上の課

題も山積しています。ハザーダス・ドラッ

グの取り扱いについてNIOSH2）が出し

たガイドラインである「NIOSH アラート 
2004」を重く受け止めたJNIOSHでも、抗
がん薬調製のためのチェックリストや調

製マニュアルを作成し、2010年には首都
圏のがん拠点病院の薬剤師を集めてシ

ンポジウムを開催し、このチェックリスト

とマニュアルの活用方法について議論を

交わしました。2014年度からは、基盤的
研究として、医療現場における抗がん薬

などの取り扱いに伴う健康障害防止のた

めの労働安全衛生対策の研究を進めて

います。

　JNIOSHのこれまでの研究から、抗がん
薬の調製作業における曝露状況の把握

のための拭き取り法の有効性が検証さ

れ、国内の施設における、シクロホスファ

ミドなど複数の抗がん薬による調製現場

の汚染状況や薬剤師への曝露の状況が

明らかにされました。また、生物学的安全

キャビネット（BSC）は調製作業時の曝露
リスク減少には有効であるものの、BSC
内の汚染や曝露リスクを払拭するもので

はなく、CSTDの導入が曝露リスク低減に
効果があることを検証しています。

　しかしながら、わが国の医療現場にお

けるハザーダス・ドラッグへの認識は最

近まで十分ではなく、2004年当時は看護
師が病棟ナースステーションで、通常の

半袖白衣でマスクもつけずに調製する光

景は珍しくありませんでした。対策を講じ

るよう指導した結果、2009年までによう

やく、薬剤師がBSC内で個人防護具（PPE）
を装着して調製するまでに周知が進みま

した。また、2014年5月には厚生労働省
から「発がん性等を有する化学物質を含

有する抗がん剤等に対するばく露防止対

策について」と題する行政指導が出され

ており、安全キャビネットの設置やCSTD
の使用、取り扱い時におけるガウンテク

ニックの徹底などが勧告されており、これ

によってもハザーダス・ドラッグへの曝露

リスクに対する理解と安全な取り扱いに

ついて理解が進むことと思われます。

　今後の課題として、現行の各種ガイドラ

インやマニュアルの科学的根拠の検証、

ハザーダス・ドラッグの曝露リスクを医療

現場でどう受け止めるべきかの検討、病

院機能や規模に応じた対応策が可能か

どうかの検討、ハザーダス・ドラッグ取り

扱いの規制のあり方の検討などが挙げら

れます。
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　薬剤調製エリアのみならず、病棟の床

面、患者用トイレ、ナースステーションな

ど、病院施設内の様々な場所でハザーダ

ス・ドラッグが検出されており、医療従事

者が曝露の危険に晒されています。欧州

では比較的早くからこのことを問題視し

てきており、1999年には欧州議会および
理事会指令として職務中の発がん物質

への曝露に伴うリスクから医療従事者を

守ることを定めています。

　欧米ではハザーダス・ドラッグへの曝

露防止対策としてのヒエラルキーコント

ロール（優先度）の考え方が浸透してい

ます。曝露防止の効果に応じて1～4の優

先度に分けられます（図）。もっとも効果

の高いレベル1はハザーダス・ドラッグを
危険性が低い他の薬剤に切り替えること

ですが、抗がん薬などは他の薬剤に切り

替えられず、実際的にはレベル2のCSTD
（Closed System drug Transfer Device：
閉鎖式薬物混合システム）の使用が最優

先の方法となります。CSTDはハザーダ
ス・ドラッグを調製する際に微生物など

外部の汚染物質をシステム内に混入さ

せないと同時に、液状あるいは気化・エ

アロゾル化された内部の薬剤がシステ

ム外へ漏出することを防いでおり、危険

物質をバイアルなど発生源内に封じ込め

ることで環境汚染と曝露

を防ぎます。CSTDとして
BD PhaSeal™ Systemを
導入後には調剤スタッフ

の尿からのハザーダス・

ドラッグ検出率がほぼゼ

ロになったとの報告もあ

り、欧米ではCSTDの使
用が高まっており、イス

ラエルでは使用が義務

付けられています。また、

最近では米国の3州で
CSTDの使用を遵守する
法律が制定されました。

今やハザーダス・ドラッグの取り扱いに対

してはCSTDの使用がグローバルスタン
ダードであることの認識が必要です。この

レベル1～2が危険物質を環境中に漏出
させない「防護対策」（prevention）と位
置付けられます。これに対して、安全キャ

ビネットやアイソレータの使用などのエ

ンジニアコントロールと曝露リスク減少

を考えた人事管理などの組織としての対

応はレベル3に、個人用防護具（PPE）の
使用はレベル4に位置付けられ、いずれ
も環境中に漏れ出している危険物質から

の「保護対策」（protection）という位置付
けです。

　また、ベルギーでは抗がん薬の調製は

薬局で行うことが法律によって義務付け

られている反面、日本では最近まで看護

師が病棟において素手で抗がん薬を取

り扱っている施設もあったなど、日本はこ

の問題に対して十分な認識が育ってきて

いるとは言えません。手作業の回数を減

らせるようにバイアルサイズを変更する

必要があると思われる薬剤も見受けられ

ます。

　最後に、ハザーダス・ドラッグだからと

いっていたずらに怖がるのではなく、ガイ

ドラインなどで正しい情報を知ることで

安全に取り扱うことを心掛けてください。
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図／曝露防止対策としての「優先度」の考え方
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レベル1 ： 除去、置換、代替
 毒性がない、あるいは毒性が

 少ない製品への変更

レベル2 ： 危険物/汚染源の隔離 – CSTDの使用
 発生源で汚染物質を封じ込めることで、

 人および物質の汚染を防止する

レベル3 ： エンジニアコントロール/換気  
 – 安全キャビネット（BSC）、アイソレーター
 毒性物質の濃度を低減するための、

 局所および施設全体の換気もしくは抽出

レベル3B ： 人事管理/組織対応
  曝露期間が低減されるように業務を組み立てる
 曝露する被雇用者数が少なくなるようにする

レベル4 ： 個人用防護具（PPE）
 個人用防護具により個々の作業者を守る

効果が
高い

効果が
低い


